
福岡県医療施設等持続化支援事業費に係る 

分娩取扱施設支援事業費補助金交付要綱 

 

（通則） 

第１条 福岡県医療施設等持続化支援事業費に係る分娩取扱施設支援事業費補助金

（以下「補助金」という。）については、予算の範囲内において交付するものとし、

その交付については、「産科・小児科医療機関等支援事業実施要綱」（令和８年１月

30日付け医政発 0130 第１号厚生労働省医政局長通知。以下「実施要綱」という。）

及び福岡県補助金等交付規則（昭和３３年福岡県規則第５号）の規定によるほか、

この要綱の定めるところによる。 

 

（交付の目的） 

第２条 この補助金は、分娩数が減少している分娩取扱施設に対して、一定規模の分

娩取扱を継続するための支援を行い、出生数の減少が進行するなかでも地域で安心

してこどもを生み育てることのできる周産期医療体制の確保を図ることを目的と

する。 

 

（交付の対象） 

第３条 この補助金の対象は、次の各号に掲げる要件を全て満たした分娩取扱施設

（以下「対象事業者」という。）で、知事が必要と認める者とする。 

（１）令和７年４月１日から令和７年９月３０日までの分娩取扱件数が 25件以上

であること。 

（２）交付申請日時点において、分娩取扱を継続していること。 

（３）令和６年度における分娩取扱件数が、令和５年度における分娩取扱件数を

５％以上下回っていること。 

（４）「令和７年度厚生労働省補正予算「産科・小児科医療機関等支援事

業」に係る分娩取扱施設支援事業及び地域連携周産期支援事業（産

科施設）の活用希望調査について」（令和８年２月１３日付け７医

指第３１９２号福岡県保健医療介護部医療指導課長通知）において、

分娩取扱施設支援事業に係る経費所要額調（事業計画）を提出して

いること。  

２ 前項の規定にかかわらず、対象事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は

交付の対象としない。 

（１）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。

以下「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団 

（２）暴対法第２条第６号に規定する暴力団員が役員となっている団体 

（３）暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者が役員となっている団体 

（４）次に掲げる暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する団体 



ア 暴力団員が事業主又は役員に就任している団体 

イ 暴力団員が実質的に運営している団体 

ウ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している団

体 

エ 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る

契約を締結している団体 

オ 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している団体 

カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している団体 

（５）対象事業者が実施要綱１．（５）に該当する場合 

 

（交付額の算定方法） 

第４条 この補助金の交付額は、次により算出された額とする。ただし、算出された

額に 1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

（１）総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額、別表１の第１欄に定める

基準額及び第２欄に定める対象経費の実支出額を比較して最も少ない額を選

定する。 

(２)（１）により選定された額に第３欄に掲げる補助率を乗じて得た額を交付額と

する。 

 

（交付申請及び実績報告） 

第５条 この補助金の交付を受けようとする対象事業者は、別表２に掲げる書類を、

別に知事が定める期日までに知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の交付決定及び額の確定） 

第６条 知事は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、

適当と認めるときは、交付決定及び額の確定を申請者に通知するものとする。 

   

（申請の取下げ） 

第７条 対象事業者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に

係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、知事が

定める期日までに、申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決

定は、なかったものとみなす。 

 

（交付決定の取消し） 

第８条 知事は、対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付

決定の全部又は一部を取り消すものとする。 

（１）第３条第２項に規定する団体であることが判明した場合 



（２）不正の手段により補助金の交付決定を受けた場合 

 

（関係帳簿等の保管） 

第９条 この補助金の交付を受けた対象事業者は、補助金と事業に係る収入及び支出

を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、

当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日の属する年度の終了後５年間保管

しておかなければならない。 

 

（補助金の返還） 

第 10 条 知事は、対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付を行っ

た補助金の全額の返還を命ずるものとする。 

（１）補助金の交付を受けた日以降、正当な理由なく廃院する場合 

（２）申請内容を偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたと認める場合 

 

（消費税仕入控除税額の確定に伴う報告） 

第 11 条 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費

税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合

を含む。）は、様式第２号により速やかに、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々

年度６月３０日までに知事に報告しなければならない。 

２ 対象事業者は、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該

仕入控除税額を県に返還しなければならない。 

 

（その他） 

第 12条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。 

 

附  則 

  この要綱は令和８年５月１９日から施行し、令和８年度の補助金について適用す

る。 

  



別表１（第４条関係）  

１ 基準額 ２ 対象経費 ３ 補助率 

１施設あたり 

 

 1,160,000 円 

×分娩取扱件数減少率（％） 
（※１） 

令和７年度における、分娩取扱施設

の運営に必要な医師・助産師・看護師

に係る次に掲げる経費(※２)×分娩取

扱件数減少率（％）／100を乗じた額   

職員基本給 

職員諸手当 

諸謝金 

社会保険料 

２分の１ 

※１ 分娩取扱件数減少率（％）は、（令和５年度の分娩取扱件数－令和６年度の分娩 

取扱件数／令和５年度の分娩取扱件数×100（少数点以下は切り捨て、15％を上 

限とする。） 

※２ 分娩取扱施設の運営に必要な医師、助産師及び看護師に係る経費を対象とし、 

これらの職種以外の職員に係る経費や分娩取扱施設の運営に携わらない医師、助 

産師及び看護師に係る経費は、補助対象外とする。 

 

別表２（第５条関係）  

申請書類 添付書類 

１ 福岡県医療施設等持続

化支援事業費に係る分娩

取扱施設支援事業費補助

金交付申請書兼実績報告

書（様式第１号） 

１ 分娩取扱施設支援事業 経費所要額調（様式第

１号_別表（事業計画書）及び（内訳） 

２ 誓約書（別紙（様式第１号関係）） 

 


